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(構成事業補足説明資料〉

交通安全教育推進事業

「なくそう !高齢者の交通事故」総合対策事業

交通安全対策推進事業

交通安全運動推進費

交通安全指導員等育成費

交通安全母の会育成費

交通安全確保業務

交通安全施設整備事業

運転免許行政の推進事業

交通秩序の維持事業      `



1
事業群評価調書 (平成30年度実施)

警察本部交通企画課

小松 浩幸

交通 '地域安全課、道路維持課、交通指導課、交通規制課、運転免

許管理課

事業群主管所属

課 (室 )長 名

事業群関係課(室 )

9 快適で安全・安心な暮らしをつくる

(2)犯罪や交通事故のない安全・安心なまちづくりの推進

② 交通安全対策の推進

基 本 戦 略 名

施  策  名

事 業 群 名

1.計画等概要

(取組項目)

i)交通安全運動、交通安全教育等の推進による交通安全意識の高揚
市)関係機関・団体等と緊密に連携した交通安全対策の推進
市i)交通環境の整備

")交
通指導取締り等の推進による交通秩序の維持

(進捗状況の分析 )

交通事故のない安全で住みやすい社会の実現を目指し、市町を始
めとした関係機関・団体等と緊密に連携しながら、幼児から高齢者ま
での各世代に応した交通安全教育を実施した結果、平成29年 中の目
標値を上回つた。

最終日標 (年度 )

40万 人

進捗状況

順調

H32

40万 人

/
/

H31

10万 人

/
/

(長崎県総合計画チヤレンジ2020本文)

交通事故のない安全で住みやすい社会の実現を目指し、市町をはじめ、関係機関・団体等と緊密に連

携しながら、交通安全運動、交通安全教育、交通指導取締り、交通安全施設の整備等の総合的な交通

安全対策を推進します。

H30

40万 人

/
/

H29

40万 人

456,244人

114%

H28

40万 人

475,968人

118%

基準年

/
395,352人

(H22-26平 均 )

/

指 標

目標恒①

実績恒②

②/①

交通安全教育の受講者数

事
業
群

2 (
日補正は参考記載)

中
核
事
業

O

O

交通安全教育の方法を聴講型から多
加・体験・実践型に移行するなど、教育
内容を充実させた結果、平成29年 中の
交通安全教育実施回数及び受講人数
については、平成28年 中と比べて減少
したものの、受講人数の目標について
は達成した。

平成29年 中の高齢者の交通事故死
者数は35人であり、前年より5人増加し
たものの、高齢者の運転中の死者数は
5人減少し、高齢者の負傷者数も前年よ
り減少した。

29年度事業の成果等

イ

109弘

92%

/
118%

114略

/
100'`

1001`

/
100略

85,t

達成率

イ

30

H28実績

H29実績

7,661

6,501

/
475,968

456,244

/
4

4

/

400,000

400,000

400,000

4

4

4

31以下

30以 下

10以下

H28目線

H29目標

H30日捏

7,000

7.000

7,000

交通安全教育受諾人
数(人 )

参加
催数

体験型講習会開
(回 )

H28,H2&高 齢者の交
通事故死者数(人 )

(人 )

H3α高齢者の運転中
の交通事故死者数

主な目標

交通安全教育実施回
数(回 )

動
標

活
指

黒
裸

成
指

指標(上段:活動指標、下段:成果指標)

指標

動
標

活
指

鰈
搬

20年度事業の実施状況
(30年度新規・補正事業は事業肉喜)

幼児から高齢者までの各世代に応じた歩行者
に対する交通安全教育及び職場・高齢者 ,若年
者・女性・二輸車等の対象に応じた参加・体験・実
践型詰習を主体とした運転者に対する交通安全
教育を実施した。

高齢運転者を対象とした参加・体験型講習会を
県内4か所で開催するとともに、医療機関等と連
携した広報啓発活動に取り組んだ。そのほか、高
齢運転者・歩行者を対象とした交通安全教育用D
VD「 自ら防ごう高齢者の交通事故」を制作し～県
内全域における効果的・効率的な交通安全教育
を実施した。

県民全体・

高齢者

事 業 概 要

事業対象

歩行者
運転者

人件貴
(今考 )

197,833

196.322

187,906

3,219

3,198

33.508

34,527

3,788

3,220

4,097

うち
一般財源

36,821

40,944

3,788

3,702

4,097

事楽費 (単位:千円)

H28実績

H29実績

H30計画

43,172

39,001

H28-30

彙
間

事
期

交通安全教育推進事
業

交通企画課

「なくそう!高齢者の交
通事故」総合対策事業

交通・地域安全課

事務事業名

所管課く室)名

取組
項目

i

組

目
取
項

条

号

事
番

1

2



O

・半厩29写 甲の買遭畢駅先有叡ほ47人

であり、日標値である38人 以下は達成
できなかったものの、交通事故発生件
数及び負傷者数は、いずれも前年より
減少した。発生件数にあつては平成に
入つて最少となり、負傷者数にあつては
昭和62年 以来30年ぶりの6千人台と
なつた。
・交通安全意識の啓発を図るために募
集した図画・作文は、県内の小・中・高
等学校から国画964点・作文234点 の応
募があり、優秀作品については、平成
30年 2月 19口 に開催した長崎県交通安
全推進県民協議会総会において表彰
し、交通安全運動のポスター等に活用
する等、交通安全意識の普及啓発活動
の推進に寄与した。

・平成29年 中の交通事故死者数は47人

であり、日標値である38人以下は達成
できなかったものの、交通事故発生件
数及び負傷者数は、いずれも前年より
減少した。発生件数にあっては平成に
入つて最少となり、負傷者数にあっては
昭和62年 以来30年ぶりの6千人台と
なった。
・平成29年度は、6月 と11月 には交通死
亡事故が連続して発生したことにより交
通克亡事故多発警報を発令するととも
に、ラジオ、新聞等による広報を実施
し、県書・市町・関係機関・団体と連携し
て交通死亡事故の抑止を図つた。

幼児・児童・高齢者への交通安全教
育、衛頭指導、交通安全のための広報
活動などを交通安全指導員が各地域で
積極的に実施したことにより、幼児・児
童、高齢者を始めとする歩行者の安全
の確保及び県民の交通安全意識の高
場が図られた。また、交通指導員の研
修により、交通指導員の資資の向上が
国られた。

積極的な交通安全活動を実践してい
る交通安全母の会に対する育成指導の
強化及び活動の活性化を図ることによ
り、子供、高齢者等の交通事故防止に
寄与した。

200,`

1001`

95,`

80路

1051`

1061`

/

/
9511

80%

/
100%

100X

/
100鴨

100監

/
100%

100,`

/
100%

100鴨

/
1001`

1001`

/

2

1

41

47

27,360

27,615

/
※発令なし

広報活動実施

/
41

47

※発令なし

2

/
4

4

/
10

10

/
0

0

/
1

1

/
0

0

/

1

1

1

39以下

38以下

策定

26.000

26.000

27,000

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

39以下

38以下

271以下

0

0

0

4

4

4

10

10

10

1以下

1以下

1以下

1

1

1

1以下

1以下

1以下

交通安全対策会議開
催回数(回 )

H28,H2儀 年間の交通
事故死者数(人 )

H3a交通安全実施計
画の策定

交通安全運動ポス
ター配布数(枚 )

警報発令時の集中的
な広報活動の実施

H28,H2鋭 年間の交通
事故死者数 (人 )

H39交通安全運動期
間中の交通事故件数
(件 )

発令期間中の交通死
亡事故件数 (件 )

交通安全指導員研修
会開催回数(回 )

研修会開催回数(回 )

年間の子供の交通事
故死者数(人 )

交通安全推進イベン
ト開催回数 (回 )

年間の子供の交通事
故死者数(人 )

勤
標

活
指

果
標

成
指

動
標

活
指

果
標

成
指

動
欅

活
指

果
裸

成
指

勁
裸

活
指

果
標

成
指

交通安全対策会議を開催し、「第10次長崎県交
通安全計画 (平成28年度～32年度)」 に基づき、
「平成29年度長崎県交通安全実施計画」を策定
し、 県

内の

b

高場を目つた。

(

全

の ロ 20口 )

民運動、 県民運動、飲酒運
転追放県民運動、シートベルトチヤイルドシート
着用推進県民運動等を県内一日にわたって展開
し、市町、関係機関・団体と一体となつて交通安全
思想の普及徹底を図つた。また、6月 と11月 に交
通死亡事故が連続して発生したことにより交通死
亡事故多発警報 (全県警報)を発令し、県内全域
における総合的かつ集中的な交通事故防止対策
を講して速やかに交通死亡事故発生の鎮静化を
図つた。

①交通安全に関する街頭指導、安全教育、広報
活動等に従事する交通安全指導員を設置してい
る(―財)長崎県交通安全協会に補助金を交付
し、交通安全指導員の指導力の向上を図るととも
に、その活動を通して各地域における交通事故の
防止を国つた。
②市町が委嘱している交通指導員に対して交通
事故情報、交通法規～活動状況の情報交換等を
内容とする研修会を県内ブロック別に実施し、交
通指導員の指導力向上を図つた。

「交通安全は家庭から」をスローガンとして交通
安全活動を実践する母の会の活動がより効果的
に推進されるよう、長崎県交通安全母の会連合
会へ補助金を交付するとともに、活動の活性化を
図つた。

県民全体・

関係機関・

関係団体

県民全体・

関係機関・
関係団体

O交通安
全推進関
係団体

②市町交
通指導員

交通安全
推進関係
団体

5,629

5,632

5,597

5,227

5,230

5,198

4,020

4,022

3,998

1,608

1,609

1,599

7.840

6,904

6,823

1,457

1,643

1,494

45,243

43,713

45,397

747

747

680

7,840

6,904

6.823

1,457

1,643

1,494

45,243

43,713

45,397

747

747

680

S46-

S51-

S48-

S53-

交通安全対策推進事
業

交通・地域安全課

交通安全運動推進費

交通・地域安全課

交通安全指導員等育
成費

交通・地域安全課

交通安全母の会育成
費

交通・地域安全課

取組
項目

i

取組
項目
‖

3

4

5

6

2



O

O

交通実態や交通事故発生状況を分析
した二で、交通秩序の維持に資する交
通指導取締りを推進した結果、交通事
故発生件数が減少した。

・運転免許試験、更新時詰習等を適正
に実施し、交通事故の抑止に寄与した。
・運転適性相散員が一定の病気を持つ
者の相談に適正に対応したほか、法改
正により新設された臨時認知機能検査
等の制度を早期かつ適正に運用したこ
と等、適正な運転適性相談を行つたこと
により、安全な交通環境の維持に寄与
した。

嘱託議員による交通安全対策及び不
法占用防止等を目的としたパトロール
の実施並びに適正な特殊車両通行許
可審査を行うことで、遭路交通の安全
確保に寄与した。

交通の安全と円滑のバランスに配意
した交通環境を構築するため、平成29

年度には新たに9基の信号機を整備し
たことなどにより、交通事故の抑止に寄
与した。

/
100監

100監

イ

100監

/
100乳

/

100監

/
800

865

32,991

33,664

/
5,652

5,291

/

適正管理

9

9

/
1

調査中

991

946

安全確保

安全確保

適正管理

6,584E火¬F

6,080,ス¬F

5,688"火¬F

6以下

設置前以下

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

数値目操なし

数値目標なし

数値目標なし

36

数値目標なし

数値目標なし

0

9

9

8

2以下

数値目標なし

交通事故発生件数
(過去3年間の平均
件数以下)

強〕(1牛 )

H30:交通事故発生
件数(信号機新設箇
所前後半年間の比

運転免許保有者・新
規取得者に対する運
転適性相談件数(件 )

H28、 H29:診断書受
領件数(件 )

H30:運転適性相談に
基づく行政処分件数
(件 )

点を置いた交通指導
取締りの実施による
絵登件数 (件 )

患更に、危凍に、送

感性の高い違反に重

H28,H29:特殊車両通
行許可審査を行うこ
とで、道路交通の安
全確保を行う。

H30:′ くトローテレ実施
回数 (各振興局ごと
の平均回数)

H28,H29:パトロール
等による適正な道路
管理

H30:不 法占用物件に
起因する事故の発生
件数 (件 )

交通信号機の新設
(基 )

H28、 H29:交通事故
(人身)発生件数 (悟

号機新設箇所前後半
年間の比較X件 )

活動
指標

果
裸

成
指

動
裸

活
指

果
様

威
指

果
裸

成
指

動
標

活
槽

果
裸

成
指

勁
裸

活
指

・運転免許新規取得者に対する各種試験や運転
免許更新時における更新時議習のほか、一定の
病気を保有する者に対する運転適性相談等、運
転免許行政全般を適正に実施した。
・また、平成29年 3月 12日 の改正道路交通法の施
行に伴う高齢運転者対策として運転適性相談を
受ける体制を強化するとともに、運転適性相談員
に関する広報を行い、該当者に対する臨時認知
機能検査・臨時高齢者講習及び臨時適性検査を
通正に実施した。

危険性の高い違反及び県民から取締り要望の多
い迷惑性の高い連反に重点を置いた交通指導取
締りを推進した。

飲

交

交通管制センターで制御する信号機のエリア拡
大及び更新、視認性に優れた環境に優しいLED
信号機の整備、バリアフリー対応の信号機・標示
等の改良、交通信号機や横断歩道の新設等交通
安全施設の整備を推進し、交通事故の抑止を
図つた。

交通安全対策及び不法占用防止等を目的とし
たパトロール並びに適正な特殊車両通行許可審
査を行つたく県央振興局及び県北振興局に嘱託
職員を1名 ずづ配置)。

運転免許
保有者・新
規取得者

運転者

遭路利用
者

道路利用
者

2,216,375

2,182,880

2,162,918

177,728

177,817

176,712

446,331

462,645

440,580

0

0

0

232,416

606,470

701,484

571,144

567,649

215,510

210,086

0

0

632,385

632,146

0

267,387

1,376,688

701,484

571,144

567,649

249,857

242,060

5,211

5,124

1,406,809

1,433,483

5,125

H15-

交通指導課

交通規制課

運転免許行政の推進
事業

運転免許管理課

交通秩序の維持事業

交通安全確保業務

道路維持課

交通安全施設整備事
業

螂
螂
”

取組

項目
市

取組
項目

iit

10

8

9

7



3 向けた方向性

i市 )交通環境の整備

・交通安全施設の整備に関しては、限られた予算の中、危険度に応した各種安全対策として、
O事故の発生状況、県民からの要望等により把握した道路交通の実情に適応した交通規制の新設及び見直し並びに信号機の設置
0生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するための「ゾーン30Jの整備及び各種通学路の安全対策の推進
O道路交通環境の改善を図るべき危険箇所を発見して適切な対策を講ずる二次点検プロセスの推進

(二次点検プロセス:交通死亡事故等の重大事故が発生した場合においては、道路管理者等の関係者と共に現場診断(一次点検)を実施し、再発防止のための道路交通環境の改善を図つているところ、
これらの対策は年同様の道路交通環境にある他の道路においても効果的であることから、効果の期待できる道路において道路管理者と共に現場点検 (二次点検)を行い、道路交通環境の改善を図つて
いる。)

0円滑で事故のない交通流確保のための光ビーコンの整備等高度道路交通システム (I‐「S)の推進
等の対策を推進することにより、交通事故の抑止効果が図られている。
今後、自動車専用道路等の新設、住宅・工業団地・商業施設等の大規模開発等に伴い、交通環境が日まぐるしく変化することが見込まれ、また、交通安全施設の維持管理は交通の安全と円滑に大きな影響を及ぼ

すことから、道路管理者との連携を深化させ、常に変化する交通情勢を的確に分析し、交通の安全と円滑のパランスに配意しつつ年重点的、効果的かつ能率的にこれらの対策を推進していく必要がある。
・運転免許行政の推進について、県下で946件の運転適性相談を受け、200件の行政処分を執行した。
運転適性相談への対応は適正に推進しているものの、運転免許自主返納後の生活について不安を抱える高齢者が多いことから、包括的な生活支援について、関係機関との情報共有や対応を行つていく必要があ

る。

帝)交通指導取締り等の推進による交通秩序の維持

交通実態や交通事故発生状況を分析し、悪質性・危険性の高い違反及び県民から取締り要望の多い迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを推進することにより、交通事故発生件数が減少しており、交
通秩序の維持に貢献できている。
今後も、交通実態や交通事故発生状況に応し、交通取締りの計画を見直すことにより、更に交通事故の発生を抑止することが可能であると認められる。

i)交通安全教育の推進による交通安全意識の高揚

・交通安全教育等の推進に関しては、幼児から高齢者までの各世代に応じた交通安全教育等を交通事故発生状況の分析結果や法改正の内容等を踏まえて実施し、県民の交通安全意識の高揚を図つたことで交通

事故発生件数及び負傷者数はいずれも前年より減少し、発生件数にういては平成に入つて最少となり、負傷者数は昭和62年以来30年ぷりの6千人台となった。
・平成29年中の高齢者の交通事故死者数は35人であり、2年連続して全体の死者数の7割以上を占めていることから、全体としての交通事故発生の抑止を図りつつ、特に高齢者の交通安全教育を更に推進する必要
がある。

市)関係機関・団体等と緊密に連携した交通安全対策の推進

・地域の交通安全活動の中核を担う交通指導員芍交通安全指導員及び交通安全母の会に対する活動支援、各種研修会等の実施を通じて幼児・児童、高齢者を始めとする歩行者の安全の確保及び県民の交通安全
意識の高掲が図られた。
・交通事故死者数の大半が高齢者である

、そのような路線の収録を進めるために、県内各市町
い路線について、道路情報便覧システムヘの

レベ,レアップを図る。ことを踏まえ、交通安全活動の中核を担う交通安全指導

4



4.30年度見直し内容及び31年度実施に向けた方向性 5
31年度事業の実施に向けた方向性

見直し区分

改善

拡充

現状維持

改善

改善

見直しの方向

・交通事故発生状況の分析結果に応じ、交通安全教育内容を充実させるほか、参加・体験・実践型

の諮習を関係機関・団体と連携して実施し、より効果的な交通安全教育に取り組むこととしている。
・交通事故歴を有する高齢者宅訪間については、その効果を検証し、対象者の選定や訪間指導の内

容などについて改善に取り組むこととしている。

・高齢運転者・歩行者を対象とした参加体験型講習会を県内4か所で開催するなど交通安全教育を

幅広く実施するとともに、交通事故防止対策に有効な安全運転サポート車の普及啓発や高齢運転者

の運転免許自主返納の促進等、増加する高齢運転者の対策を強化拡充し、高齢歩行者対策、一般

運転者対策、県民への広報啓発と併せて、総合的な高齢者の交通事故防止対策を実施ずる。

・平成28年度から平成32年度までの交通安全に関する総合的な指針となる「第10次長崎県交通安全
計画」に基づき、平成31年度の長崎県交通安全実施計画を策定し、市町、警察、関係機関・団体等と
緊密に連携しながら、陸上交通の総合的な交通安全対策を推進する。また、県内の小学校・中学校・

高等学校等の児童・生徒から交通安全図画・作文を募集して交通安全意識の啓発を図る。
・交通安全対策基本法で交通安全実施計画の策定が義務付けられており、長崎県の交通安全対策
を推進していく上で必要な事業であり、県内の交通情勢を踏まえ、効果的な交通安全対策を強力に
推進する必要があるため、本事業を継続していく。

・県民一人一人が交通安全に関する正しい知識と交通道徳を身につけることが交通事故を抑止する
上で重要であるため、各季の交通安全運動を始め、年間を通じての県民運動を推進して交通安全意

識の高揚を図つていく必要があり、本事業を継続していく。また、交通死亡事故が多発した場合、県
内全域又は特定地域に警報を発令し、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を講じて速やかに交

通死亡事故の鎮静化を図る。
・交通死亡事故が多発し、交通の安全確保に著しい不安が生じるおそれがある場合、可能な限り交
通死亡事故を減少させるとともに、多発した場合には緊急に対策を講じ、交通死亡事故の抑止を

図つていく必要があり、本事業を継続していく。

・交通安全指導員は児童等の交通安全教育、広報活動、街頭指導などの地域社会における歩行者
の安全確保・交通安全指導の中核を担っており、交通安全指導員配置後、本県における児童等の交
通事故は毎年確実に減少しており、この減少傾向を維持していくためには、交通安全指導員による
継続的な指導教育や街頭での交通安全確保が不可欠であり、本事業を継続していく。さらに、交通
事故死者数の多くを占めている高齢者を交通事故から守るため、高齢者への交通安全教育・指導を

充実させる。
・市町が委口属している交通指導員に対して交通事故情報、交通法規、活動状況の情報交換等を内容
とする研修会を県内ブロック別に実施する。市町が委B瞬している交通指導員に対して指導教育を実
施することは、「長崎県交通安全の保持に関する条例」に定められた県の資務であり、また、交通法

規など統一的な指導育成を行うことは、交通指導員の資質の向上及び道路歩行者等の交通事故の

抑止のため重要であり、本事業を継続していく。

事業構策の視点

②

②

②

②

30年度事業の実施にあたり見直した内害

(H30の新たな取組は「H30新規J等と配職、見直しがない場合は「―Jと配職 )

引き続き、交通通事故発生状況の分析結果に基づく参加・

体験 ,実践型の講習を実施していくほか、本年からは、平成29

年に試行していた交通事故歴を有する高齢者宅の訪問指導
活動を本格実施することとした。

平成30年度は、高齢者を交通事故の被害者・加害者としな
いための総合的な高齢者交通事故防止姑策に加え、近年、ア

クセルとブレーキの踏み間違いなどによる高齢ドライバーが当

事者となる重大事故が多発していることから、高齢ドライバー
が加害者となる交通事故の抑止に資する安全運転サポート車
の普及啓発を図る。

交通死亡事故が連続して発生し、交通死亡事故多発警報発
令が懸念される場合においても、迅速な広報周知啓発を実施
し、早期の交通死亡事故の抑止を図る。

高齢者交通安全指導者研修会等の参加により、交通安全指
導員の高齢者交通安全教育指導能力の向上を図る。

事務事集名

交通安全教育推進事
業

「なくそう!高齢者の交
通事故」総合対策事業

交通安全対策推進亭
業

交通安全運動推進費

交通安全指導員等育
成費

取組

項 目

取組
項 目

I

取組
項 目
市

楽
号

事
番

1

2

3

4

5



改善

改善

現状維持

現状維持

現状維持

平成31年においても、平成30年中の交通事故発生状況の分析結果や県民の要望を踏まえ、取締
り場所や時間帯、取締り対象違反などを検討するなどして交通秩序の維持に資する交通指導取締り
を推進することとしている。

・地域に根ざした交通安全教育と積極的な交通安全活動を実践している交通安全母の会の育成指
導を行う。
・交通事故から長崎県民の生命、身体及び財産を守るため、無償で献身的なポランティア活動を行つ
ている「交通安全母の会」を育成するとともに、県内組織の活性化に取り組んでいる長崎県交通安全
母の会連合会の役割は重要であり、本事業を継続していく。

平成30年度は、嘱託職員による交通安全対策及び不法占用防止等に対するパトロールの実施並
びに適正な特殊車両通行許可審査を実施している。平成31年度以降も、道路交通の安全確保を
図つていくためには、適正な道路維持管理が不可欠であり、本事業を継続していく。

・平成31年度においても、道路の新設改良、県民からの要望等による信号機の新設、交通管制シス
テムの高度化及び更新、道路利用者に分かりやすい標識・標示の設置及び維持管理等を推進して
いく。
・信号機、道路標識等の設置・管理による交通規制については、道路交通法第4条において、都道府
県公安委員会の権限とされており、道路の新設・改良、地域開発、道路利用者の変化等に伴い、交
通環境は毎年変化することから。交通の安全と円滑のバランスに配意しつつ、本事業を継続してい
く。                                                             _

平成30年度に新たに取り組むこととした施策について、その効果、問題点等を抽出した上で検討を
行い、更なる相談しやすい環境作りを推進することとしている。②

②

認知機能検査の結果により運転免許を自主返納された高齢
者又は免許取消しとなつた高齢者を対象として、新たに市町
等と連携した包括的な生活支援に関する情報共有と対応に取
り組み、更に相談しやすい環境作りを推進することとしてい
る。

平成30年においては、平成29年中の交通事故発生状況の
分析結果や県民の要望を踏まえ、交通事故発生時間帯や場
所における交通指導取締りを計画し、交通秩序の維持に資す
る交通指導取締りを推進することとしている。

交通安全施設整備事
業

運転免許行政の推進
事業

交通秩序の維持事業

交通安全母の会育成
費

交通安全確保業務

取組
項目

iii

期
卵
，Ⅳ

取組
項目
‖

10

6

7

8

9

の余地がなし

象事業について 【事業構築の視点】

８

８

８

期 置蕎寵絲 寧膚雷暦望美轟嘉爺箭 L灌淀ああ

分担・

祭驀喜零とヽ電1ヽ :

する必要はないか。

8
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施策 (犯罪や交通事故のない安全 。安心なまちづくりの推進)成果指標

平成 32年までに年間の 24時間死者数を 34人以下

交通安全対策の推進に関する事業群 :

―

    ① 交通安全対策の推進 (本事業群)

達成に向けた事業群 : ② 交通安全確保に向けた通学路等の整備

これまでの成果 尋
交通事故発生件数及び負傷者数については、減少傾向にあり、発生

十
数は平成に入つて最小、負傷者数については昭和 62年以来の 6,000人

現状と課題 l

近年の交通事故による 24時間死者数は、40人台で推移し、

ョ翼雪監占ピ7]憲竪亀輸

の

呵7割が高齢者であることから、特に高齢者の交通事故防止対傷
g

本事業群の目的
t

取組項目 :

交通安全運動・交通安全教育

の推進による交通安全意識の

|_事弯≡奉 _l

① 交通安全教育推進事業

② 「なくそう!高齢者の交通事故」

総合対策事業

③ 交通安全対策推進事業

④ 交通安全運動推進費

課題解決に向けた方向性 と

① 高齢者の交通安全教育推進

② 交通事故分析結果に基づいた

③
④

加体験型の交通安全教育推進

安全運転サポー ト車普及

交通事故多発時における迅速

広報周知

―
関係 機 関・ 団体 等 と緊 密 に

1連 携 した交通安全対策の推進
交通環境の整備

① 交通安全指導員等育成費 ① 交通安全施設整備事業

② 交通安全母の会育成費 ② 運転免許行政の推進事業

③ 交通安全確保業務

交 通 指 導 取 締 り等 の 推 進

に よ る 交 通 秩 序 の 維 持

① 交通秩序の維持事業

① 悪質性・危険性 は迷惑性の

い違反に重点を置いた取締り

② 交通実態 。交通事故発生状

に応じた交通指導取締り

交通事故のない安全で住みやすい社会の実現を目指し、市町をはじめ、関係機関 ど団体と緊密に連携しながら、交通安全運動、交通安全教育、

交通指導取締り、交通安全施設の整備等の総合的な交通安全対策を推進する。【手旨標「交通安全教育の受講者数」毎年 40万人】

① 交通安全指導員の高

全教育指導能力向上

② 高齢者への交通安全教育・指

の充実

① 交通安全施設の整備
② 道路利用者にわかりやすい標
標示の設置

③ 交通環境に応じた交通規制

④ 運転適性相談の充実

⑤ 運転免許返納者に対する自

8

③ 交通安全母の会の育成・活性イ

と連携 した包括的な生活支援



事務事業にかかる補足説明資料
9

(様式 1)

交通安全対策の推進

交通安全教育推進事業

交通企画課

事業群名

事業名

担当課

達成率

達成率

109%

92'`

H28異綴

H29実績

7,661

6,501

H28目 標

H29目 標

H30日 標

7,000

7,000

7,000

目標

交通安全教育実施
回数 (回 )

活
動
指
標

達成率

達成率

118%

114%

H28実績

H29実績

475i968

456,244

H28目標

H29日 標

H30日 標

400,000

400.000

400,000

目標

交通安全教育受講
人数 (人 )

成
果
指
標

事業の実施状況

(1)事業の目的

交通事故のない安全で住みよい社会の実現を目指すため、国家公安
委員会が作成した交通安全教育指針に基づいて、幼児から高齢者まで
各年齢層に応じた体系的な交通安全教育を継続して実施することで、県
民各世代の交通安全意識の高揚と交通マナーの向上 H浸透を図ることを
目的とする。

(2)平成29年度の事業実施状況

幼児から高齢者までの各世代に応じた歩行者に対する交通安全教育
及び職場、高齢者、若年者、二輪車等の対象に応じた参加・体験 L実践
型講習を主体とした運転者に対する交通安全教育を実施した。

(3)平成29年度事業の成果

交通安全教育の方法を従来の聴講型から参加口体験口実践型に移行するな
ど、教育内容を充実させた結果、平成29年中の交通安全教育実施回数及び受
講人数については、平成28年中と比べて減少したが、受講人数の日標につい
ては達成した。

(4)平成30年度の事業実施状況 (予定)  ※事業実施にあたり見直した内容を含む。

平成29年中は、交通事故発生状況の分析結果や法改正の内容等を踏まえ
て、幼児から高齢者までの各世代に応じた交通安全教育を実施し、県民の交通
安全意識の高揚を図つたことで交通事故発生件数及び負傷者数はいずれも前
年より減少したが、高齢者の交通事故死者数は35人であり、2年連続して全体
の死者数のフ割以上を占めた。
よって、全体としての交通事故発生の抑止を図りつつ、特に高齢者の交通安

全教育を更に推進する必要があることから、平成30年は、交通事故発生状況
の分析結果に基づく、参加日体験日実践型の講習を引き続き実施していくほか、
平成29年に試行していた、交通事故歴を有する高齢者宅の訪問指導活動を本
格実施することとしている。



合計

6,501回

456)244人

‐高齢者

1,439回

67,663人

般

1,298回

109,249人

若年層

117匹ヨ

28,153人251,179人

子供

3,647匹∃実 施 回 数

受 講 人
′
数

◎

補足資料
29

※ 凡例
子 供 (中学生以下)

若年層 (高校生以上24歳以下)

一 般 (24歳以上65歳未満 )

高齢者 (65歳以上)  、 ~

交通安全教育内容
交通安全教育については、
・ 各世代における、交通事故の発生状況や原因など
。 各地域の交通事故発生状況 (交通事故の発生場所・時間帯・形態など)

・ 県下の交通事故発生状況 (同上)

を踏まえて、受講者に応 じた教育内容としている。
交通安全教育の実施方法については
・ 座学によるもの
・ DVDな どを使用した視覚に訴えるもの
。 交通安全教育機器 (ク イックアーム※①など)を使用した参加・体験型のもの
・ 交通安全教育車 (ドライビングシミュレーター※②)を使用した参加 i体験型のもの
・ スケアエ ド・ス トレイ ト教育技法※③によるもの

など受講者に応 じた方法で実施している。

受講者が連続して点灯するボタンを押すことにより、受講者の反応速度を検査するもの

受講者が様々な場面の映像を見ながら運転操作を行 うことにより、運転の癖など知ってもらい、今後の安全運転につなげてもらうもの

スタントマンによる交通事故の再現を受講者に直視させ、交通事故の怖さを体験させる教育技法              、

※①
※②
※③
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事務事業にかかる補足説明資料
1

(様式為

交通安全対策の推進

「なくそう!高齢者の交通
事故」総合対策事業

交通・地域安全課

事業群名

事業名

担当課

達成率

達成率

100,`

100%

H28実績

H29実績

4

4

H28目標

H29目標

H30目標

4

4

4

目標

参加体験型講習会
開催数 (回 )

活
動
指
標

達成率

達成率

103,`

85%

H28実績

H29実績

30

35

H28日 標

H29日 標

H30目標

31以下

30以下

10以下

目標

H28,H2儀 高齢者の交
通事故死者数 (人 )

H3α高齢者の運転中の
交通事故死者数 (人 )

成
果
指
標

事業の実施状況

(1) 目的

交通事故死者数に占める割合が高い高齢者を交通事故から守ること
により、交通事故のない安全で安心な地域社会づくりを推進する。

(2)平成29年度の事業実施状況

①高齢運転者対策
口県内4地区(対馬市、松浦市、南島原市、佐世保市)における「高齢者
参加体験型交通安全講習会」の実施
日運転免許の自主返納の促進
日高齢者交通安全教育DVD「自ら防ごう高齢者の交通事故」の制作
②高齢歩行者対策
B高齢者が身近に立ち寄る医療機関、老人クラブ、及び民生委員児童委
員協議会等へ働きかけての見守り活動
B反射材用品の着用促進
③県民への広報啓発
B交通安全フェスティバル(三世代交流事業)の開催等

(3)平成29年度事業の成果

平成29年中の高齢者の交通事故死者数は35人であり、前年より5人増加した
ものの、高齢運転者参加日体験型講習会等の高齢者交通事故防止対策の実施
により高齢者の運転中の死者数は5人減少し、高齢者の負傷者数も前年より減
少した。

(4)平成30年度の事業実施状況 (予定)  ※事業実施にあたり見直した内容含む。
B高齢者を交通事故の被害者ロカロ害者としないための総合的な高齢者交通事故
防止対策に加え、近年、アクセルとブレーキの踏み間違いなどによる高齢ドライ
バーが当事者となる重大事故が多発していることから、高齢ドライバーが加害
者となる交通事故の抑止に資する安全運転サポート車の普及啓発を図る。
日平成30年度から、事業目的口事業内容により直結し、事業の成果をより適切
に表す指標に見直しを行う。



「なくそう!高齢者の交通事故」総合対策事業費

【交通・地域安全課 予算額4,097千円】

社会全体における高齢者
交通事故防止の気運醸成

高齢者が被害者となる
交通事故の防止

高齢運転者の交通事故の防止

交通事故のない安全で安心な地増社会1

(高齢者運転免許自主返納の促進等)

そO 啓発」通

O高齢者交通安全教育指導者研修会の実施《拡充》
O反射材の普及啓発
O地域で高齢者に関わる方々の見守り

O高齢者交通安全教育DVDによる啓発
O高齢者交通死亡事故多発防止事業

4県民への広報啓発

O安全運転サポート車(サポカーS)普及啓発事業《拡充》
O高齢者交通安全教育指導者研修会の実施《拡充》
O高齢者参加体験型交通安全講習
O高齢者運転免許自主返納の促進

2高齢歩行者対策

3-般 運転者対策

0高齢者を交通事故の被害者及び加害者にしないために、安全運転サポート
車の普及啓発など交通事故防止対策を推進

事業の概要

事業の目的

12



事務事業にかかる補足説明資料
13

(様式1)

交通安全対策の推進

交通安全対策推進事業

交通・地域安全課

事業群名

事業名

担当課

運威幕

達成率

200,`

100,`

H28実績

H29実績

2

1

H28目標

H29目標

H30日標

1

1

1

目標

交通安全対策会議
開催回数 (回 )

活
動
指
標

達成率

達成率

95%

80%

H28実績

H29実績

41

47

H28日 標

H29日 標

H30日 標

39以下

38以下

策定

目標

H28,H2鋭 年間の交通
事故死者数 (人 )

H30交通安全実施計画
の策定

成
果
指
標

事業の実施状況

(1)事業の目的
E交通安全対策会議を開催して長崎県交通安全実施計画を策定し、市
町、警察、関係機関口団体等と緊密に連携しながら、陸上交通の総合的
な交通安全対策の推進を図る。
・交通安全意識の啓発を図るため、県内の小日中口高口特別支援学校の
児童口生徒から交通安全図画口作文を募集し、優秀作品を交通安全推進
県民協議会総会で表彰する。
日交通事故の減少を図り、交通事故のない安全で安心して暮らせる長崎
県を目指す。

(2)平成29年度の事業実施状況
口交通安全対策会議を開催し、平成29年度長崎県交通安全実施計画を
策定した。
日交通安全推進県民協議会を年に4回開催し、四季の交通安全運動の
実施要綱を策定するとともに、運動の趣旨を確認し、連携して運動を推
進したと
日県内の小日中L高“特別支援学校の児童日生徒から交通安全図画口作文
を募集し、図画964点、作文234点の応募があり、優秀作品を交通安全推
進県民協議会総会で表彰した。

(3)平成29年度事業の成果
L平成29年中の交通事故死者数は47人であり、日標値である38人以下は達成
できなかったものの、交通事故発生件数及び負傷者数は、いずれも前年より減
少した。発生件数にあつては平成に入つて最少となり、負傷者数にあつては昭
和62年以来30年ぶりの6千人台となった。
日図画B作文の募集を通じて、小日中学生、高校生等の交通安全意識の啓発が
図られたほか、優秀作品を交通安全運動のポスター、チラシ等に掲載して活用
する等、県民の交通安全意識の普及啓発の推進に寄与した。

(4)平成30年度の事業実施状況 (予定)  ※事業実施にあたり見直した内容含む。
E平成28年度から平成32年度までの交通安全に関する総合的な指針となる「第
10次長崎県交通安全計画」に基づき、平成30年度の長崎県交通安全実施計画
を策定し、市町、警察、関係機関日団体等と緊密に連携しながら、陸上交通の総
合的な交通安全対策を推進する。
・平成30年度から、事業目的 H事業内容により直結し、事業の成果をより適切
に表す指標に見直しを行う。



[基本的事項]

1 目的
(1)長崎県交通安全計画を作成し、その実施を推進する。                              、

(2)長崎県における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、、その施策の実施を推進する。

(3).長崎県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、長崎県並びに関係機関及び関係市町相互間の連絡

調整をヽ図る。

2 制度の概要
(1)交通安全対策会議 [会長 1、 委員 24、 特別委員 3]合計 28名               ‐

O会長 知事 (基本法 17条 2項 )

O委員   (基 本法 17条 3項)

1号委員 (指定地方行政機関)          ~
2号委員 県教育長
3号委員 県警本部長
4号委員 知事が県の部内から指名する者 (5名 )[対策会議条例 3条 1項 1号 ]

6号委員 市町村及び消防機関の長から知事が任命する者 (5名 )[対策会議条例 3条 1項 2号 ]

①長崎市長 ②佐世保市長 ③五島市景 ④県町村会長 ◎県消防長会長
「 7号委員 その他知事が必要と認めて任命する委員

① 県交通安全母の会連合会会長 ②(一財)県地域婦人団体連絡協議会会長 ③(公財)県老人クラブ連合会副会長 ④自助グループ
「あじさい」会員 ⑤県弁護士会弁護士

任期 2年 [対策会議条例 3条 2項・ 3項 ]

○特別委員  (基本法 17条 4項及び対策会議条例 3条 4項 )

①九州旅客鉄俯長崎支社長 ②西日本高速道路俯九州支社長崎高速道路事務所長 ③県道路公社理事長

[根拠法令]
D交通安全対策基本法
・交通安全対策基本法施行令
。長崎県交通安全対策会議条例
・長崎県交通安全対策会議運営規程

(2)交通安全対策会議 幹事会 (幹事長 1、 幹事 27)
幹 事  各号委員の属する機関のうちから知事が任命 [対策会議条例 4条 ]

幹事長  県交通 。地域安全課長  [対策会議運営規程 4条 2項 ]

☆長崎県交通安全計画 ※第10次計画  平成 28年～ 32年度 (H28年 7月 策定) 29年 度計画……平成 29年 5月 策定

交通・地域安全課長 崎 県 交通安全対策 会議
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事務事業にかかる補足説明資料 15(様式1)

交通安全対策の推進

交通安全運動推進費

交通・地域安全課

事業群名

事業名

担当課

達成率

達成率

105%

106%

H28翼頼

H29実績

27,360

27,615

※発令なし

広報活動実施

H28目 標

H29日 標

H30目標

26,000

26,000

27,000

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

目標

交通安全運動ポス
ター配布数 (枚 )

警報発令時の集中
的な広報活動の実施

活
動
指
標

達成率

達成率

95%

800/0

H28実績

H29実績

41

47

※発令なし

2

H28日 標

H29日 標

H30日 標

39以下

38以下

271以下

0

0

0

目標

H28,H2鋭 年間の交通
事故死者数 (人 )

H3α交通安全運動期間
中の交通事故件数 (件 )

発令期間中の交通
死亡事故件数 (件 )

成
果
指
標

事業の実施状況

(1) 業の目的

・全国交通安全運動(春日秋)をはじめ、交通安全県民運動 (夏 巨年末)、

交通安全の日(毎月20日 )県民運動、高齢者交通安全推進県民運動、
飲酒運転追放県民運動、暴走族追放県民運動、シートベルトロチヤイルド
シート着用推進県民運動等を県内一円にわたって展開し、市町、関係機
関口団体と一体となって交通安全思想の普及徹底を図り、県民全体の交
通道徳を高揚し、交通事故の防止に努める。
E交通死亡事故が多発した場合、県内全域または特定地域に警報を発
令し、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を講じて、速やかに交通
死亡事故の鎮静化を図る。

(2)平成29年度の事業実施状況

・春の全国交通安全運動 H29.4.6(木 )～ 4.15(上 )

・夏の交通安全県民運動 H29.7.11(火 )～ 7.20(木 )

日秋の全国交通安全運動 H29.9.21(木 )～ 9.30(上 )

日年末の交通安全県民運動 H29.12.13(水 )～ 12.22(金 )

H6月 と11月 に交通死亡事故が連続して発生したことにより交通死亡事
故多発警報 (全県警報)を発令し、県内全域における総合的かつ集中的
な交通事故防止対策を講じて速やかに交通死亡事故発生の鎮静化を
図つた。

(3)平成29年度事業の成果
H平成29年中の交通事故死者数は47人であり、日標値である38人以下は達成
できなかつたものの、交通事故発生件数及び負傷者数は、いずれも前年より減
少した。発生件数にあつては平成に入つて最少となり、負傷者数にあっては昭
和62年以来30年ぶりの6千人台となつた。
E平成29年度は、6月 と11月 には交通死亡事故が連続して発生したことにより交
通死亡事故多発警報を発令するとともに、ラジオ、新聞等による広報を実施し、
県警E市町“関係機関口団体と連携して交通死亡事故の抑止を図つた。

(4)平成30年度の事業実施状況 (予定)  ※事業実施にあたり見直した内容含む。
日各季の交通安全運動を始め、年間を通じての県民運動を推進して交通安全意
識の高揚を図る。
春の全国交通安全運動 H30.4.6(金 )～ 4.15(日 )

夏の交通安全県民運動 H30.7.11(水 )～ 7.20(金 )

秋の全国交通安全運動 H30.9.21(金 )～ 9.30(日 )

年末の交通安全県民運動 H30.12.12(水 )～ 12.21(金 )

由交通死亡事故が多発し、交通の安全確保に著しい不安が生じるおそれがある
場合、可能な限り交通死亡事故を減少させるとともに、多発した場合には緊急
に対策を講じ、交通死亡事故の抑止を図つていく。 また、交通死亡事故が連続
して発生し、交通死亡事故多発警報発令が懸念される場合においても、迅速な
広報周知啓発を実施し、早期の交通死亡事故の抑止を図る。
日平成30年度から、事業目的口事業内容により直結し、事業の成果をより適切
に表す指標に見直しを行う。



平成30年度 長崎県交通安全県民運動実施計画

1目 的

この運動は、年間を通して県民一人一人に交通安全知識を普及し、交通安全思想の高揚を図

るとともに、交通ルールの連守と交通マナーの向上を習慣付けることにより、県民総ぐるみで

交通事故の防止を図ろうとするものです。

2年 間スローガン

守ろう交通ルエル 高めよう交通マナー

3主 唱

長崎県交通安全推進県民協議会                   ′

4年 間重 点推進事項

O高齢者の交通事故防止

0子供の交通事故防止

0飲酒運転の根絶

O脇見・ぼんやり運転の防止

0後部座席を含めた全ての座席のシィ トベル トとチヤイル ドシー トの正しい着用の徹底

0夕暮れ時における早め点灯、雨天・曇天時の点灯

O走行中の携帯電話使用の禁止

O暴走族の追放

5揮 重llの名称ヽ報闇

(1)期間を定めて行う運動

実 施 期 間

4月  6日 (金 ) 4月 15日 (日 )

7月 11日 (水 ) 7月 20日 (金 )

9月 21日 (金 ) 9月 30日 (日 )

12月 12日 (水 ) 12月 21日 (金 )

運  動  名

春の全国交通安全運動

夏の 交通 安全県民運動

秋の全国交通安全運動

年末の交通安全県民運動

(2)口 を定めて行う運動

実 施 日

4月 10口  9月 SO日

毎月20日

運   動   名

交通事故死ゼロを目指す日

交通安全の日

6 運動の推進方法

(1)県 、県警、市町及び実施機関・団体は、相互に連携を密にして各々の特性に応じ、交通その

他の実情に即した具体的かつ実効のある推進計画を策定し、効果的な活動を展開する。

(2)県 、県警、市町及び実施機関七団体は、本運動の具体的推進事項を各々の管下組織に周知を

図るとともに、県民総ぐるみの運動として盛り上がるよう努める。

飲 酒 運 転 の 根 絶
飲酒運転は絶対にやめましょう。

・学校では ・飲酒運転の危険性、悪資性について話し合い、飲酒運転追放三ない運動を連守しましょう。

・地域では '飲酒を伴う行事等は、主催者が中心となつて飲酒運転防上の徹虐を図りましょう。

・ハンドルキ…パー運動を推進しましょう。

●
・
一ら

山ツ去

脇 見・ ぼんや り運 転 の防 止
交通事故原因の中で、脇見やぼんやりとした状,歳での運転が7割以上を占めています。

脇見・ぼんやり運転にならないよう運転に集中することが大切です。

前をよく見て運転に集中することにより、交通事故を未然に防止できるのです。

後部座席を含めた全ての塵席のシートベルトとチヤイルドシートの正しい着用の徹底

D運転者は   ・シートベルトは正しく着用し、同乗者の着用を柏認した後の発進に心掛けましょう。

・チャイルドシートは、幼児の体格にあつたものを使用し、座席に正しく取り付けましょjc

D家庭・学校では ,車での外出時は、シー トベルト等を着用するようお互い声を掛け合いましよう。

D職
'励

・地域では ・職場では、朝礼等を通じて、職場ぐるみて全席着用を習慣付けましょう。
■毎月20日  「シー トベルト・チヤイルドシート着用一斉指導の口」

Эなぜ ?・

Эだから '

Dつまり・

夕暮れ時における早め点灯も雨天・曇天時の点灯

夕暮れ時は一時的に視力が衰え、雨天・曇天時も視界がきかなくなります。

自分の車がたつてくる′ことを歩行者や同回の車にはつきり知らせることが大切です。
夕暮れ時には、早めにライトを点灯することにより、交通事故を未然に防止できるのです。

走 行 中 の 携 帯 電 話 使 用 の 業 上

Э運転者は ・走行中に携帯電話を使用することの危険性を認識し、携幣電話使用による運転は絶対にやめましようd

9職場では ・朝礼等、あらゆる機会を通じ、走行中の機帯電話使用の繁止を指導しましょう。
,運転中の職員に対する電話での業務連絡を抑制しましょう。

高 齢 者 の 交 通 事 故 防 止
・思いやり運転に心掛け、高齢者がよく利用する施設付近では、―層安全運転に勢めましよう。

・高齢者が早朝・夕暮れ時・夜間に外出しようとするときは、明るい服装や反射材着用をすすめましう 。

・町内会等のコミュニ労 から“高齢者を守る"という交通安全意識の醸成に努めましょう。

・朝礼等で歩行者保護の大切さや高齢者の行動特性について安全教育を行いましょう。

・自分の身体能力や体調にあつた運転に努めましょう。

・外出するときは明るく目立つ服装や反射材

子 供 の 交 通 事 故 防 止
・通学路などではスピードは控えめに思いやり運転を心掛けましょう。
・外出時には、交通事故注意の一声を掛け、交通ルール違守の大切さを教えましよう。
・地域全体で子供を交通事故から守る気運を盛り上Iザ 、交通危険箇所の解消に努めましょう。

・学校では

Э運転者は

Э家庭・学校では

Э職場・地域では

暴 走 族 の 追 放
・交通社会の一員として暴走運転の危険性、悪質性を自覚し、安全運転に努めましよう。
・暴走運転の危険性、悪質性について話し合い、暴走運転追放三ない運動を実践しましょう。
・あらゆる機会を通じ、暴走運転の反社会性を強く訴え、「暴走運転をしない、させない」と

いつた環境づくりに努めましょう。
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7月 11日 (水)～7月20日 (金)

の交通安全県民運動
十

J

運動の

目 的

本運動十よ、県民一人一人に交通安全知識を普及し、交通安全思想の高揚を図る 17
とともに、交通ルrルの通守と正 (ッい交通マナーの向上を習慣付|することにより、

県爵総ぐるみで交通事故防止を図ることをEヨ 的とします
`

下スピ~ド
中落と世

★脇見・ぼんやり運転の防止

☆「手のひら」で横断の意思表示

璽勃煮1

高齢者と子供の交通安全意識の高揚を図るとともに、高齢者と子供に対する保護意識の

醸成を図るために次の項目を推進します。

O 高齢運転者(よ 、身体機能の衰えを自覚してゆとりある運転に努め、警察や自治体が開催す

る交通安全諸習会に下黄極的|こ参力Bしましよう。

また＼車の運転に不安を感じたときは、交通事故のカロ害者や被害者となる前に運転免許証

の返納を検討しましょう。

① 子供イよ 手道路に飛び出さない」、「道路で遊ばないと、「模断歩道を渡る」など交通ルール

を守りましょう。

O ttPa日、早朝、夕暮れ時などに夕1出する際に1よ 、明るい服装や反射材用品を身に着けるなど、

運転者から見えやすい服装に心掛けましょう。

○ 道路を横断する際|よ 、左右の安全確認を十分に行い、横断歩道がある場所でlそよ、横断歩遭

を利需するとともに、運転者に対し「手のひら」を示し横断の意思を伝えましょう。

…
○ 周囲が見えづらい夜Fe号

・早朝・夕暮れ時などは、歩行

者が遵路を横断している′つ`も剣れないとラ測し、注意し

ながら運転しましょう。

○ 歩いている高齢者や子供の近くを通過するとき|よ 、

減速、徐行するなど安全運転に努めましよう。

① 横断歩遵1こおいて、横断中の歩行者や横断しようとす

る歩行者がいるとき|よ、その機断歩遵の手前で必す止ま

りましょう。

〇 身近で起きた高齢者や子供の交通事故について話し合い、交通安全の意識を高めましよう。

O 高齢者や子供が夜P9]・ 早朝・夕暮れ時などに外出する際に|よ 、車に注意するよう声を掛け

たり、明るく〔∃立つ服装や反射材用品を身に着けるよう促しましょう。

① 歩きながらの携帯電話使用 (歩きスマホ)の危険1生 についての浸透を図りましょう。

① 職場の朝礼、記発時の声掛け＼各種会合などの機会を通じて、事業所全体で思しヽやり運転

に心掛けるよう」旨導しましよう。

(つ 高齢歩行者や子供が多く利用する地域での保護・誘導活動を徹底し、安全な通行を確保す

るための交通安全総点検を行いましょう。

()交避事故抑止効果の高いイベントや広報啓発活動を進めましょう。

○ 安全運転サポート蒙 (セ ーフティ サヽポートカー)の広報啓発を促進しましょう。

醐

・ヽ。

ぶ
つ
か
る
よ

な
が
ら
運
転

じ
こ
の
も
と

ｒ

ｋ

Ｒ

交通安全国箇最優秀作品(平成 29年度失8事賞)

長崎県立長崎西高等学校2年 (当時)

くる だ りようた ろう

黒田 遼太朗さんの作品

主隠

高齢者と子供の交通事故防止

ス
ロ
ー
ガ
ン

高齢者と子供は

家庭・ 学校 。地域・ 職場では

重 点

高齢者と子供の

交通事故防止

後部慶席を含めた全ての座席の

シートベルトとチヤイルドンートの

正しい着用の徹底

_可 ∬

関係機関・ 団体では

電 雨 露  ittT白 ガド くく、 鐵
報



飲酒運転の根縄

運転者を十よじめ広く県民に対し、飲酒運転による交通事故で尊い人命が失われている現状を

訴えて規範意識の確立を図るとともに、飲酒運転を根絶するため、次の項目を推進します。

…
O 飲酒運転 Iよ 、刑事、行政及び民事上の厳しい責

任を伴う犯罪であることを自覚し、「飲酒運転 |よ

絶対にしない。」という強い意志をもちましょうP

O 二日酔いで運転すれば、欲酒運転になることを

自覚し、翌朝に運転了フ定がある場合は、酒量や飲酒

時間に配慮しましょう。

O 日頃から欲酒運転の悪質・危険性や飲酒運転事故の悲惨さを話し合し,、 飲酒運転を絶対に

許さない環境づくりに努めましよう。

○ 飲酒運転をしないための職場内検討会を行つたり、朝の記発時にアルコー)レチエツカー等

を利用するなど、職場ぐるみで飲酒運転の根絶に取り組み、規範意識を高めましよう。

O 飲酒運転追放の「三ない運動」

◇酒を飲んだら車を運転しない。

◇草を運転する前に1よ、酒を欲まない。

◇車を運転する人に|よ、酒を出さない。

を実践しましょう。

○ 八ンドルキーパー運動の推進や、飲酒者への車両提供禁止、運転者への酒類提供禁止、飲

酒者が運転する車両への同乗禁止など、飲酒運転根絶についての広報啓発活動を展開しま

しょう。

′iVド ド′レ

キ
__ド 手

重点3
後部座席を含めた全ての座席においてシートベルトとチヤイルドシートの正しい着用を

徹底し、交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため、次の項自を推進します。

ロ
○ 発進前のシートベルトとチヤイルドシートの

金席着用確認や着用後の発進を実践しましよう。

O シートベルトとチヤイ)レ ドシr卜の正しい着用を習慣付けましょう。

O シートベルトの着用効果について家庭や職場で話し合いましよう。

○ 出勤・退社時に、シートベルト着用の確認を行つなど、各事業所において

後部座席を含めた着用の徹底を図りましょう。

O 各種キャンペーンや交通安全教育等を通じて、後部座席を含めた

全ての座席のシートベル ト等のテロ・ 用義務や着用効果について周矢0

を図りましょう。

※平成 29年長崎県の後部座席シー トベル ト着用率 23.30/。 (一般道)

(警察庁 。(―社)日本自動車連盟の合同調査)

後部座席を含めた全ての塵席のシートベルトと

チャイルドンートの正しい着用の徹底

家庭・学校・地域 ◆職場では

家庭 。学校・地域・職場では

関係機関・ 団体では

関係機関・団体では

飲酒運転の根絶に向けた啓発活動を推進します。

登下校指導を始め、子供と高齢者に対する歩行中

の危険行動、淫転者に対する歩行者保護や後部座席

を含めた全席シートベル ト着用等について街頭指導

を強化します。

歩行者や ドライバー等に交通安全運動への積極的な参カロ

を呼び掛けます。

登下校指導を始め、子供と高齢者に対する歩行中の危険

行動、運転者に対する歩行者保護や後部座席を含めた金席

シー トベル ト着角等について街頭指導を強化します。

広 報 港 動

街頭指導活動
強化の日

飲酒運転根絶啓発強化の[]

街頭指導活動強化の日7月 20日 l金 )

7月 11日 (潤

7月 18日 lフXl

守ろう賓過『と一「と 高めいう交通マサー
平成30年長崎県交通安全年間スローガン
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事務事業にかかる補足説明資料

９

↓

１

式様

交通安全対策の推進

交通安全指導員等育成費

交通・地域安全課

事業群名

事業名

担当課

達成率

達成率

100%

100%

100%

100%

H28実績

H29実績

4

4

10

10

H28目標

H29目標

H30日 標

4

4

4

10

10

10

目標

交通安全指導員研
修会開催回数 (回 )

研修会開催回数
(回 )

活
動
指
標

達成率

達成率

100,`

100%

H28実績

H29実績

0

0

H28日 標

H29目標

H30目標

1以下

1以下

1以下

目標

年間の子供の交通
事故死者数 (人 )

成
果
指
標

事業の実施状況

(1)事業の目的

子供や高齢者等交通弱者の安全な通行の確保を図るため、街頭指
導、安全教育、広報活動に従事している交通安全指導員を設置する(―

財)長崎県交通安全協会に対し、関係市町とともに助成し、指導員を育
成して交通安全を推進する。
また、市町が委嘱している交通指導員に対し、統一的な交通安全指導

教育を行い、地域における交通安全思想の普及定着及び交通安全活動
の効果的推進を図る。

(2)平成29年度の事業実施状況

①交通安全指導員を設置している(―財)長崎県交通安全協会に補助金
を交付し、交通安全指導員の指導力の向上を図るとともに、その活動を
通じて各地域における交通事故の防止を図つた(交通安全指導員33名

配置)

日交通安全指導員研修 (初任者研修、全体研修、ブロック別研修)の実施
日幼児、児童、高齢者等への交通安全教育の実施

(平成29年度交通安全教育受講者数 164,195人 )

②平成29年度市町交通指導員研修会の開催
(実施期間)平成29年 7月 7日 ～平成29年 10月 5日

(実施場所)県内10箇所
(参加者)市町交通指導員375名

(3)平成29年度事業の成果

幼児H児童・高齢者への交通安全教育、街頭指導、交通安全のための広報活
動などを交通安全指導員が各地域で積極的に実施したことにより、幼児口児童、
高齢者を始めとする歩行者の安全の確保及び県民の交通安全意識の高揚が
図られた。また、交通指導員の研修により、交通指導員の資質の向上が図られ
た。
(平成29年子供の交通事故発生状況)

コ件数 138件 (前年比+19件 )

日死者  0人 (前年比± 0人 )

・負傷者423人 (前年比-40人 )

(4)平成30年度の事業実施状況(予定)  ※事業実施にあたり見直した内容含む。
E子供や高齢者等の安全のため、交通安全指導員による交通安全活動の推進
を図る。特に、交通事故死者数の多くを占めている高齢者を交通事故から守る
ため、高齢者への交通安全教育目指導を充実させる。

・平成30年度市町交通指導員研修会の開催
(実施期間)平成30年 6月 上旬～平成30年 8月 下旬
(実施場所)県内10箇所
※交通指導員が活動を行うなかで必要な安全な誘導技術や法令の再確認

等、知識技術の指導等の支援に取り組むほか、高齢運転者の交通事故抑止に

資する安全運転サポート車の知識修得のための体験講習を併せて実施する。



交通。地域安全課交通安全指導員

ぎ覧縛畢
)箕繕僚裏亀姿基最雲麦恐艶畳奮漏奄奄理褒亀姜垂蔭基ユ伝扉捜鳥宣★亀巽縁営)窯拌屋命

交堪薯念費全銹″娑喬養索毛婆塗a趣事

83こヨ急筆垂宣壱盪零言隻是皇査捲ζ喜奪It::零長吾F肇目晏重邑急音ξ蟄魯[酵侵と身曇ヨン長属鷲裏篭菜堅覇蟄た毎せ1贄七範
元市町が1/2ずつ設置経費を助成し交通安全活動を推進している。

[配置箇所 。人員]

人員

2

2

2

2

2

2

2

33人

配置箇所

松 浦

平  戸

五  島

上五島

壱 岐

対馬南

対馬北

15地区 合計

人員

2

2

4

2

2

2

3

2

配置箇所

時 津

西 海

諫  早

島 原

南島原

雲 仙

大  村

川 棚

2o
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交通。地域安全課市町交通指導員

[設置根拠]

・地方公務員法第 3条 3項 2号、各市町の条例、設置要綱等

[身 分 。勤務形態]

・各市町長が委W属する特別職の地方公務員、非常勤職員

[活動内容]

・街頭指導・・・登校時の立哨、イベントの交通指導協力

[研修開催の根拠]

・長崎県交通安全の保持に関する条例

[H29研 修会開催状況 ]

・時   期 。 ・ ・H29年 7月 7日 宝・H29年 10月 5日

`開催箇所・・・県内 10地区
。内  容・・・県 e県讐職員か らの講話、実技指導、指導員の活動報告等

[配置状況 ]

条例

条例

条例

条例

条例

条例

条例

条例

設置根拠

条例

定員

6

50

813

48

110

30

20

20

12

22

5

14

4

9

20

2

6

38

727

現人員

46

102

24

川棚町

佐々町

南島原市

波佐見町

小値賀町

上五島町

計

雲仙市

長与町

時津町

東彼杵町

指導員規則

設置根拠

条例

設置要綱

市保持条例

条例

条例

条例

条例

条例

条例

条例

30

32

60

43

定 員

80

50

84

40

43

28

32

16

16

20

46

37

現人員

81

56

40

80

38

謀早市

壱岐市

五

西海市

長崎市

佐世保市

島原市

大村市

平戸市

松浦市

封馬市

I129,1



鋼
代



事務事業にかかる補足説明資料 (1情す:!('41)

交通安全難策の推進

交通安全母の会育成費

交通・地域安全課

事業群名

事業名

担当課

達成率

達成率

100,`

100%

H28実績

H29実績

1

1

H28目 標

H29日標

H30日標

1

1

1

目標

交通安全推進イベン
ト開催回数 (回 )

活
動
指
標

達成率

達成率

100,`

100%

H28実績

H29実績

0

0

H28目 標

H29目 標

H30日 標

1以下

1以下

1以下

目標

年間の子供の交通
事故死者数 (人 )

成
果
指
標

事業の実施状況

(1)事業の目的

地域における交通安全活動の充実強化を図り、交通事故のない明る
い社会づくりに寄与するため活動している交通安全母の会の育成指導
を行う。

(2)平成29年度の事業実施状況

「交通安全は家庭から」をスローガンとして交通安全活動を実践する母
の会の活動がより効果的に推進されるよう、長崎県交通安全母の会連
合会へ補助金を交付するとともに、活動の活性化を図つた。
(平成29年度交通安全母の会実施事業)

日交通安全指導者研修会 (長崎市)6/22実施
,九州ブロック交通ボランティア等講習会参加 (佐賀県)10/30～ 31実

施
B交通安全キャラバンロ三世代交流事業 (県央日諌早市)11/10～ 11実

施
B高齢者世帯訪間事業 (長崎市浦上地区)9月 ～11月 実施等

(3)平成29年度事業の成果 .
積極的な交通安全活動を実践している交通安全母の会に対する育成指導の

強化及び活動の活性化を図ることにより、子供、高齢者等の交通事故防止に寄
与した。

(長崎県交通安全母の会連合会会員数 :82,027人 :H29年 12月 末現在 )

(4)平成30年度の事業実施状況(予定) ※事業実施にあたり見直した内容含む。
日地域に根ざした交通安全教育と積極的な交通安全活動を実践している交通安
全母の会の育成指導を行う。
(平成30年度 交通安全母の会 事業計画)

・交通安全指導者研修会 (長崎市)6/22
・交通安全キャラバン(新上五島町)フ/13
日九州ブロック交通ボランティア等講習会 (長崎県開催)9/6～ 9/7
日高齢者世帯訪問事業 (県北地区)9月 れ11月



[目   的]

交通安全における母親の役割の重要性に鑑み、地域、家庭での交通安全思想の高揚を図るため、長崎県交通安全母の会連合会の育成指導
を促進する。

[現   状]

長崎県交通安全母の会連合会  昭和 53.7.20 結成
子供や高齢者を交通事故から守るため、 「交通安全は家庭から」のスローガンのもと、交通安全研修会の実施や、地域や家庭において交
通安全の実践活動を展開し、安全安心な地域づくりを推進 している。

82, 027人515団体21市町
県交通安全母の会
連合会加入団体・会員数

平成 29年 12月 末現在
[長崎県交通安全母の会連合会の組織]

(長崎 ,大浦 D稲佐 )    |
(浦上 。時津・西海)

(早岐 。佐世保 。相浦 `江迎・松浦 i平戸)

(諫早 。大村・川棚 )
(島原・南島原・雲仙)

(五島・新上五島・壱岐・対馬南・対馬北)
*地区は警察署単位

①南長崎プロック

②北長崎プロック

③県北プロック

④県央ブロック

⑤島原プロック

⑥離島プロック

母の会連
合会

交通。地域安全課交通安全母の会育成費
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事務事業にかかる補足説明資料 ２５榊
交通安全対策の推進

交通安全確保業務

道路維持課

事業群名

事業名

担当課

達成手

達成率

H28実績

H29実績

安全確保

安全確保

H28日 標

H29目標

H30目 標

数値目標なし

数値目標なし

36

目標

H28,H29:特 殊車両通行
許可審査を行うことで、道
路交通の安全確保を行
う。

H30:パ トロール実施回数
(各振興局ごとの平均回数)

活
動
指
標

達成率

達成率

H28実績

H29実績

適正管理

適正管理

H28目 標

H29日 標

H30日 標

数値目標なし

数値目標なし

0

目標

H28,H29:パ トロール等に
よる適正な道路管理

H30:不法占用物件に起因
する事故の発生件数(件 )

成
果
指
標

事業の実施状況

(1)事業の目的

道路交通安全のため、道路管理者として健全な道路環境の確保、維持
を目的とする。

(2)平成29年度の事業実施状況

主な業務として、交通安全対策及び不法占用防止等を目的としたパト
ロール並びに適正な特殊車両通行許可審査を行つた。
嘱託職員は県央振興局建設部管理課、県北振興局建設部建設管理

課に各1名 ずつの計2名を配置しており、パトロールは月3回を目安に実
施している。
また、特殊車両の通行許可審査については、県に申請があり許可する

場合と、他の道路管理者 (国 H市等)に申請があり、県管理道路分につい
て通行の可否の協議が行われる場合とがある。通行経路に両地方機関
管理道路が含まれ協議が行われる場合に、嘱託職員は当該協議に対
する審査、回答を行つた。

(3)平成2 業の成果

嘱託職員は、県央振興局で年32回 、県北振興局で年43回のパトロールを実施
し、不法占用物件を発見した場合は撤去または文書等による撤去指導を行い(

不法占用物件による事故の発生を防止した。
特殊車両の通行許可審査においては、平成29年度は県央振興局で453件、県

北振興局で570件の審査を行うことで、道路交通の安全確保に寄与した。

(4)平成30年度の事業実施状況 (予定) ※事業実施にあたり見直した内容含む。

平成30年度においても、例年と同様に嘱託職員による交通安全対策、不法占
用防止パトロール並びに特殊車両通行許可審査を行う。
また、平成30年度からは、「年間36回 (月 3回 )のパトロールの実施」を活動指

標として設け、その成果指標として「不法占用物件に起因する事故の発生件
数」の「0件」を目標とし、道路交通の安全確保に努める。



事務事業にかかる補足説明資料 (様式1)

交通安全対策の推進

交通安全施設整備事業

交通規制課

事業群名

事業名

担当課

達成率

達成率

100%

100'`

H28実績

H29実績

9

9

H28目標

H29日 標

H30目 標

9

9

8

目標

交通信号機の新設
(基 )

活
動
指
標

達成率

達成率

100'も

H28実績

H29実績

1

調査中

H28目 標

H29日 標

H30目標 :

2以下

6以下

調査前以下

目標

H28,H29更通手取(人身)死生件叡
(信号機新設箇所前後半年間の比
較)(件 )

H30か らは物件事故件数も含めた発
生件数で比較実施。

成
果
指
標

事業の実施状況

(1)事業の目的

交通事故のない安全で住みやすい社会の実現を目指し、市町をはじ
め、関係機関H団体等と緊密に連携しながら、交通安全施設の整備を行
う。

(2)平成29年度の事業実施状況

交通管制センターで制御する信号機のエリア拡大及び更新、視認性に

優れた環境に優しいLED信号機の整備～バリアフリー対応の信号機口標
示等の改良、交通信号機や横断歩道の新設等交通安全施設の整備を
推進し、交通事故の抑止を図つた。

(3)平成29年度事業の成果

事業の成果として、信号機新設箇所の前後半年間の事故件数の比較としてい
るが、設置後半年間のデータについては、現時点では発生件数が確定しないこ

とから、成果としては確定しない。

(4)平成30年度の事業実施状況(予定)  ※事業実施にあたり見直した内容含む。

平成30年度においても、道路の新設改良、県民からの要望等による信号機
の新設、交通管制システムの高度化更新、道路利用者に分かりやすい標識・標
示の設置及び維持管理等を推進していく。
信号機、道路標識等の設置日管理による交通規制については、道路交通法第

4条において、都道府県公安委員会の権限とされており、道路の新設、改良、
地域開発、道路利用者の変化等に伴い、交通環境が毎年変化することから、交
通の安全と円滑のバランスに配意しつつ本事業を継続していく。
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交通安全施設の老朽化の現状と対策について

1(概要)

交通安全施設の老朽化への対応については、厳しい財政状況にあ

ることから、その更新に当たっては、予算の低減・平準化に配意し

なければならないと認識している。

そこで、警察においては、警察庁インフラ長寿命化計画等を踏まえ、

O 毎年 1回の期間を定めた職員による集中的総点検 (交通安全施

設点検整備強化月間)及び、専門業者による劣化診断

○ 分かりにくい、見えにくい、劣化するなどしている標識、標示、

信号機等について、県民から意見・要望を行う窓日の設置 (標識

(信号)BOX)
○ 点検等の結果を踏まえた補修・更新

等を実施し、個々の交通安全施設の長寿命化を図り、補修・更新に

必要な予算を低減させるとともに、使用年数及び点検等の結果を踏

まえた予算要求により、更新に必要な予算の平準化を図つていると

ころである。

2(現状)

交通安全施設の老朽イしの現状としては、平成29年度末現在、

○ 県下の信号制御機は、2,351基整備され、うち更新基準年数¬9

年を超えたものは151基で、老朽化率は全体の約6%であり、毎年

120基程度を更新している。この老朽化率については、平成29年度

末現在では、全国平均約22%の ところ、当県は6%と なつており、

全国で 2番目に低い値となっている。 (1位岐阜県:1%)
○ 信号柱は、海岸、山間部、都市部など設置環境によって耐用年

数に差があるものの、約9,000本設置されている桂のうち設置後

40年を超えたものは約1,300本 (全体の約14%)であり、点検結

果を踏まえて、毎年約50本程度を更新している。

○ 路側柱も信号柱と同様に設置環境によって耐用年数に差がある

ものの、概ね20年 を超えた大型柱が約1,100本、概ね10年を超え

た路側柱が約29,000本であり、信号柱と同様に、点検結果を踏ま

2T
えて、毎年約1,000本を更新しているところである。

このように交通安全施設の内信号機及び大型標識については、概

ね更新基準に沿って老朽機器等の取替えを実施できているが、近

年の厳しい財政状況から、その予算が一般財源である路側標識に

ついては約半数が更新基準を超えている状況である。

3(今後の対応)

今後とも、予算の低減 。平準化に配意しながら、交通安全施設の

適正な維持管理、確実な更新整備を行い、交通の安全と円滑を確保

していくこととしている。

【参考】

BOX

2 主な (平成29年 在 )

3

29年

2イ牛

8件
10件

28年

4件

5件
91牛

41牛

7件
11件

27年

標識標示関係

信 号 関 係

計

百斯 時期招渦

約 1,300本 (約 14%)

約  150基 (約 6%)
約 1,100本 (約 25%)

約29,000本 (約 67%)

＼

信 用年数

30-50年
19年

在既ね 20年

概ね10年

整 備 数

約9,000本

約2,350基

約 4,300本

約43,000本

3,606km

柱

制御機

大型桂

路側柱

交通安全施設

信号機

標 識

標 示

30年度

35本

123基

37本

1,500本

黎も220km

29年度

35本

109基

35本

1,076本

黎も24 9km

49本

108基

36本

1,108本

黎も214km

28年度

1,000本

黎も200km

27年度

71本

127基

47本

26年度

96本

115基

25本

1,026本

黎も266kn

25年度

70本

119基

71本

1,511本

黎9268km

大型柱

路側柱

交 通 安 全 施 設

柱信号機

標 識

標 示

※平成30年度は予定数



(1)交通信号機―

概ね更新基準に沿って、老朽機器の取替を実施 しており、今後も

点検結果及び更新基準に基づき確実な機器の更新整備を実施してい

くこととしている。

(2)道路標識・道路標示

道路標識については、大型道路標識が約20年、路側式道路標識が

約10年を耐用年数の目安として、更新の必要性を判断しているとこ

ろ、基本的には、職員による目視点検によつて、老朽化や腐食等の

有無を確認の上で、必要な維持管理の工事を行っている。

また、道路標示については、道路の交通量や道路標示の種別によ

ってそれぞれ、塗り替えが必要性となる時期が異なることから、点

検結果を基にその都度、更新している。

さらに、耐用年数の短い路側式標識を中心に更新しながら、平成

29年 4月 に改正された「交通規制基準」に基づき、標識の設置間隔

を長くすることや、標識の大型化が実施可能な路線については、標

識を大型化し路側式標識を撤去する等、標識の総設置数を減少する

ことにより対応 している。
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事務事業にかかる補足説明資料 (選名

交通安全対策の推進

運転免許行政の推進事業

運転免許管理課

事業群名

事業名

担当課

達成率

達成率

イ

H28実績

H29実績

991

946

イ

H28目標

H29目標

H30日 標

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

目標

運転免許保有者日新
規取得者に対する運
転適性相談件数(件 )

活
動
指
標

達成率

達成率

H28実績

H29実績

800
865

H28目 標

H29日 標

H30日標

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

目標

H28,H2a診 断書受領
件数(件 )

H3Q運転適性相談に
基づく行政処分件数
(件 )

成
果
指
標

事業の実施状況

(1)事業の目的

運転適性相談等の運転免許行政を適正に推進し、危険な運転者を道
路交通の場から排除することで安全な交通環境を整備することを目的と
する。

(2)平成29年度の事業実施状況

運転免許新規取得者に対する各種試験や運転免許更新時における更
新時講習のほか、一定の病気を保有する者に対する運転適性相談等、
運転免許行政全般を適正に実施した。
また、平成29年 3月 12日 の改正道路交通法の施行に伴う高齢運転者

対策として運転適性相談を受ける体制を強化するとともに、運転適性相
談員に関する広報を行い、該当者に対する臨時認知機能検査日臨時高
齢者講習及び臨時適性検査を適正に実施した。

(3)平 29年度事業の成果
口運転免許試験、更新時講習等を適正に実施し、交通事故の抑止に寄与した。
日運転適性相談員が一定の病気を持つ者の相談に適正に対応したほか、法改
正により新設された臨時認知機能検査等の制度を早期かつ適正に運用したこ
と等、適正な運転適性相談を行つたことにより、安全な交通環境の維持に寄与
した。

(4)平成30年度の事業実施状況(予定)  ※事業実施にあたり見直した内容含む。

運転免許自主返納後の生活について不安を抱える高齢者が多いことから、認
知機能検査の結果に基づく運転適性相談により運転免許を自主返納された高
齢者又は免許取消しとなつた高齢者を対象として、新たに市町等と連携した、包
括的な生活支援に関する情報共有と対応に取り組み、更に相談しやすい環境
作りを推進することとしている。



O運 転免許試験の実施状況 (平成29年度) ① 病気による行政処分件数 (平成29年度)

運

V数

317

38,337

23,416

646

612

15,020

13,549

54,003

37,577

申請者

合格者

申請者

合格者

申請者

合格者

申請者

合格者

試験場

警察署

教習所
(仮免許)

合 計

O更 新時請習実施状況 (平成29年度)

⌒運
免転
許適
証性
更相
新談
時件
V数

629

33,841

10,246

35,343

79,701

159,131

違反講習

初回講習

一般講習

優良講習

合  計

135

65

200

停 止

取消し

合 計

運
転
適
性
相
談
件
数
合
計

946

30



事務事業にかかる補足説明資料 (熱 )

交通安全対策の推進

交通秩序の維持事業

交通指導課

事業群名

事業名

担当課

達成率

達成率

H28実績

H29実績

32.991

33.664

H28日標

H29目標

H30日標

数値目標なし

数値目標なし

数値目標なし

目裸

器買に、危瞑に、逃悪T上の

高い違反に重点を置いた交

通指導取締りの実施による

検挙件数 (件 )

活
動
指
標

達成率

達成率

116%
11416

H28実績

H29実績

5=652

5,291

H28日 標

H29目標

H30目標

6,584,次¬F
6,080,次¬F
5,688,人¬F

目標

交通事故発生件数(過去3
年間の平均件数以下)

成
果
指
標

事業の実施状況

(1)事業の目的

地域の交通実態や交通事故発生状況を十分に分析し、取締り時間日場
所日体制等の取締り計画を検討した上で、飲酒運転のほか、無免許運
転、著しい速度超過、交差点関連違反等の交通事故に直結する悪質
性日危険性の高い違反及び県民から取締り要望の多い迷惑性の高い違
反に重点を置いた交通指導取締りを推進することにより、交通秩序を維
持する。

(2)平成29年度の事業実施状況

交通実態や交通事故発生状況を分析し、飲酒運転のほか、無免許運
転、著しい速度超過、交差点関連違反等の交通事故に直結する悪質
性日危険性の高い違反及び県民から取締り要望の多い迷惑性の高い違
反に重点を置いた交通指導取締りを推進した。

(3)平成29年度事業の成果

交通実態や交通事故発生状況を分析した上で、交通秩序の維持に資する交
通指導取締りを推進した結果、交通事故発生件数が減少した。

(4)平成30年度の事業実施状況 (予定) ※事業実施にあたり見直した内容含む。

平成30年度においても、交通秩序の維持に資するため、交通実態や交通事
故発生状況を分析し、県民の要望を踏まえて、交通事故多発時間帯・場所にお
いて悪質性日迷惑性日危険性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを推進
する。



【悪質・危険・迷惑性の高い違反の取締状況】

平成29年

278

311

619

6,603

176

20,940

4,737

33,664

平成28年

246

365

637

5,781

176

19,456

6,330

32,991

年 別

違反種別

鉦
′BIヽ 免 許

酒  酔  い 酒 気 帯 び

速 度
(高

超
速

過 (30km/h以 上 )

道 等 40km/h以 上 )

信
ロ

巧
笠
′B`ヽ 視

横 断 歩 行 者 妨 害

指 定 場 所 時 不 停 止

駐 停 車
ー

遅 反

▲
ロ 計
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